
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

一

携
帯
電
話
使
用
等
対
策
の
推
進
を
図
る
た
め
の
規
定
の
整
備

（
一
）
携
帯
電
話
使
用
等
（
交
通
の
危
険
）
、
携
帯
電
話
使
用
等
（
保
持
）
等
に
付
す
る
点
数
を
引
き
上
げ
る
。
（
別
表
第
二

関
係
）

（
二
）
携
帯
電
話
使
用
等
（
保
持
）
に
対
す
る
反
則
金
の
額
を
引
き
上
げ
る
。
（
別
表
第
六
関
係
）

二

歩
行
補
助
車
等
に
係
る
規
定
の
整
備

小
児
用
の
車
並
び
に
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ
ら
な
い
で
通
行
さ
せ
る
車
で
あ
っ
て
、
車
体
の
大
き
さ
及
び
構
造
が
内
閣
府

令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
歩
行
補
助
車
等
と
す
る
。
（
第
一
条
関
係
）

三

運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
要
件
等
の
整
備

（
一
）
免
許
が
失
効
し
た
者
の
う
ち
、
免
許
証
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
い
て
免
許
の
取
消
し
等
の
基
準
に
該
当
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
。
（
第
三
十
九
条
の
二
の
五

関
係
）



（
二
）
免
許
が
失
効
し
た
者
に
対
す
る
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
は
、
申
請
日
前
五
年
以
内
に
免
許
が
失
効
し
、
か
つ
、
現
に

受
け
て
い
る
免
許
が
な
い
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
す
る
。
（
第
三
十
九
条
の
二
の
五
関
係
）

（
三
）
免
許
が
失
効
し
た
者
の
う
ち
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
失
効
者
か
ら
除
き
、
運
転

免
許
試
験
の
一
部
免
除
を
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
。
（
第
三
十
四
条
の
三
関
係
）

四

そ
の
他

（
一
）
自
国
の
運
転
免
許
証
に
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
運
転
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
国
又
は
地
域
か
ら
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国
を
削
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
三
十
九
条
の
四
関
係
）

（
二
）
免
許
証
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
や
む
を
得
な
い
理
由
等
と
し
て
、
公
安
委
員
会
が
や
む
を
得
な
い
と

認
め
る
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
三
十
三
条
の
六
の
二
及
び
第
三
十
四
条
の
三
関
係
）

（
三
）
（
二
）
の
事
情
に
よ
る
特
定
失
効
者
の
運
転
免
許
試
験
手
数
料
等
の
額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
四
十
三
条

関
係
）

（
四
）
免
許
証
再
交
付
手
数
料
の
額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
四
十
三
条
関
係
）

（
五
）
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。



五

施
行
期
日
等

（
一
）
四
（
一
）
を
除
き
、
こ
の
政
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
二
十
号
）
附
則
第
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
四
（
一
）
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
三
）
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
。


